
 議案第１３号 

 

   かすみがうら市旧学校体育施設条例を廃止する条例の制定につい    

   て    

 

 かすみがうら市旧学校体育施設条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和３年３月５日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市旧学校体育施設条例を廃止する条例 

 

 かすみがうら市旧学校体育施設条例（平成２８年かすみがうら市条例第１５

号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

２ かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成１９年かすみ

がうら市条例第３３号）の一部を改正する。 

  別表中第３３号を削り、第３４号を第３３号とし、第３５号を第３４号と

し、第３６号を第３５号とする。 

 （かすみがうら市公の施設の使用料等に関する条例の一部改正） 

３ かすみがうら市公の施設の使用料等に関する条例（平成２８年かすみがう

ら市条例第４３号）の一部を改正する。 
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  第２条中第１５号を削り、第１６号を第１５号とする。 

  別表旧学校体育施設の部を削る。 
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